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平成 26年 3月 19日 

経済戦略局総務部総務課長以下、市職経済局支部長以下との本交渉 

 

（支部） 

それでは、「2014 年度の業務執行体制にかかわる勤務労働条件の確保」にかかる申し入れにつ

いて、交渉を行う。 

まず、申し入れにあたって、所属の基本的な認識を確認しておきたい。 

大阪市においては、この間「市政改革プラン」により、大幅な事務事業の見直しや「新たな大

都市制度」を見据えた機構改革、経営形態の見直しや民営化への流れが具体化されつつある。 

また、昨年 10 月 22 日の人事会議において確認された「平成 26 年度に向けた人員マネジメン

ト」では、「1％を削減した職員数に基づき、所属長が組織マネジメントを行う。ただし、区役所

については、住民情報担当業務の委託化による見直し分を全区に再配置し、職員定数を実質維持

する。」ことを各所属に対し求めている。 

我々としては、業務内容・業務量に見合った執行体制と、労働強化をきたさない要員配置が必

須であり、職場における業務の遂行が、超過勤務の増加や、休暇の未消化日数の増加といった勤

務環境の悪化の上に成り立つものではないと考えている。 

業務執行体制の改編に伴う職員の勤務労働条件の変更については交渉事項であるので、誠意を

持って対応するよう申し入れると共に、勤務労働条件に影響を及ぼさない範囲であっても、執行

体制の改編などを行った場合については、「仕事と人」の関係整理の内容について詳細な情報提供

を行うよう求めるものである。 

 

＜申し入れ文 手交＞ ～読み上げ～ 

 

（局） 

ただいま、「2014 年度の業務執行体制にかかわる勤務労働条件の確保」に関する申入れを受け

たところであるが、当局としての考え方を示したい。 

ご承知のとおり、本市では、厳しい財政状況のもと、平成 18年に「市政改革基本方針」、平成

23年に「なにわルネッサンス」を策定し、市政のあらゆる面から抜本的な改革を進め、財政再建

に向けた取組みを行ってきた。  

しかしながら、「市政運営の基本的な考え方（平成26年度）」によると、本市財政は、人件費

や投資的・臨時的経費の抑制を図っているものの、最も税収の多かった平成8年度決算と比較する

と、税収が約2割減少する一方で、扶助費や市債の償還のための公債費などは2倍を超え、生活保

護費は約2.6倍に増嵩するなど、義務的な経費が高い伸びを示している。  

そのため「今後の財政収支概算（粗い試算）［平成25年2月版］」によれば、ここ10年は約300

～400億円の通常収支不足が見込まれる状況にある。  

非常に厳しい財政状況の下、平成24年7月に策定した「市政改革プラン」では、歳入の確保、施

策や事業の聖域なきゼロベースの見直し、徹底したムダの排除などに取り組み、収入の範囲で予

算を編成することを基本とする規律ある財政運営を進めていくこととしている。  
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スリムで効率的な業務執行体制をめざして職員数の削減に取り組む一方、ますます複雑・多様

化する市民ニーズや地域社会の課題に的確に対応するためには、組織全体として業務執行の一層

の効率化が欠かせないことから、これまで以上に、施策・事業の再構築等の取組みとともに、事

務の簡素化による見直しや委託化等によって、真に必要な市民サービスの低下をきたさず、業務

内容・業務量に見合った業務執行体制を構築しなければならないと考えている。  

このような考え方のもと、当局においては、大阪の経済成長の実現に向けたビジネス環境の向

上を図り、大阪の国際競争力を高めるため、これまで企業等の進出支援を中心に担ってきた経済

戦略局企業立地部を立地推進部に名称変更し、総務部から国際ビジネス交流推進にかかる事業を

所管する国際課、観光部から統合型リゾート担当、ビジネス創出につながる事業を所管する都市

計画局のイノベーション担当部門を一元化することにより、より効果的な事業の推進を図ること

としている。 

事務事業の再構築にかかる施策の企画・立案、それに対応する業務執行体制の改編などの管理

運営事項については、職制が自らの判断と責任において行うものであるが、それによって職員の

勤務労働条件に変更が生じる場合については、交渉事項として誠意をもって対応させていただき

たいと考えているので、よろしくお願いしたい。  

 

（支部） 

ただ今、「真に必要なサービスの低下をきたさず、業務内容・業務量に見合った業務執行体制を

構築しなければならない」とした基本的な考え方が示された。 

我々としても、事務事業の見直しそのものを否定するものではないが、単なる数字合わせ的な

人員削減は許されるべきではなく、「人員マネジメント」に関わっては、申し入れの趣旨を踏まえ、

あくまでも「仕事と人」の関係整理にもとづいた慎重な検討と、それに見合った要員配置を行う

よう強く求めておきたい。 

また、「事務事業の再構築にかかる施策の企画・立案とそれに対応する業務執行体制の改編など

の管理運営事項については、職制が自らの判断と責任において行う」とするならば、行政責任と

使用者責任が十分果たされることは当然であり、勤務労働条件に影響を及ぼさない範囲であって

も、執行体制の改編などを行った場合については、「仕事と人」の関係整理の内容について、「自

らの判断と責任」に至った考え方について、情報提供を行うよう求めるもので、この点について

も認識を確認しておきたい。 

 そのうえで、何点かにわたり口頭で補足したいので合わせて回答をお願いする。 

 

○今後労使交渉・協議を進めるにあたって「事務事業の見直し」を含めて、次年度に執行する

業務を確定させ、その業務に見合う要員を配置するという、いわゆる定数配置を基本と考え

ているが、2013年度については、年度当初に欠員が生じることとなった。このことは、職場

混乱を招き職員の勤務労働条件の低下のみならず、市民サービスにも影響しかねない事態で

ある。次年度については、同様のこととならないよう求めるとともに、所属の認識を伺いた

い。 
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○職員ひとりひとりが健康で働きつづけられる職場環境づくりが求められている。安全衛生の

観点からも、より一層、超過勤務を縮減し、年休等取得促進に努力されたい。また、仕事と

家庭の両立への支援は社会的により重要性を増しており、さらに、育児職免の廃止時期が延

長された状況も鑑み、所属として子育てしやすい職場環境づくりに努力されたい。 

 

○2015 年 4 月から予定されている博物館施設の独立行政法人化については勤務労働条件そ

のものであることから、時宜を失することなく支部と協議を行うこと。 

 

（局） 

 ただいま、組合側から数点にわたる指摘を受けたところである。 

私どもとしましても、単に職員数だけを削減し、事務事業の再構築を行わなければ、円滑な業

務執行体制に支障をきたし、複雑・多様化する行政ニーズに対応できなくなることから、事務の

簡素化による見直し・委託化等によって、真に必要な市民サービスの低下をきたさず、業務内容・

業務量に見合った業務執行体制を構築しなければならないと考えている。業務執行体制の確立に

あたっては、事務事業の精査を加えながら、年度当初に必要な体制を確立していきたいと考えて

いる。 

 時間外労働時間の縮減については、「時間外勤務の縮減にかかる方針」に沿って、職制として取

り組むべき重要な事項であると認識しており、労働安全衛生対策については、引き続き安全衛生

委員会を定期的に開催し、職員の健康増進に努めてまいりたい。 

仕事と子育ての両立については、平成 22 年に策定された「大阪市特定事業主後期行動計画」

のもと、職員が各々の職責を十分に果たしながら、安心して子育てを行えるように、仕事と生活

の調和（ワーク・ライフ・バランス）を確保できる職場づくりに、取り組んでいくべきものと認

識している。 

 博物館施設の独立行政法人化に伴う勤務労働条件の変更が生じる場合には、 時期を失すること

なく交渉事項として誠意をもって対応させていただきたいと考えている。 

 

（支部） 

ただいま、所属から、次年度の業務執行体制にかかる勤務労働条件についての考え方が示され

たが、支部としては、現時点で判断に至る情報が全て示されるものではなく、新年度(4 月)以降、

今回示された内容から乖離し職場混乱をきたしていないかなど、我々としても引き続き状況を注

視してまいりたいと考える。そのうえで、「2014 年度の業務執行体制にかかわる勤務労働条件の

確保について」は本交渉においては、勤務労働条件の変更はないこと（交渉事項なし）を確認し

ておくが、今後も職員の勤務労働条件に変更が生じた際には、誠意を持って協議・交渉行うこと

を改めて求めておく。 

また最後に、本日の内容については、新年度が差し迫っていることもあり、職場混乱が生じな

いよう、所属の責任として速やかに説明しておくよう再度求めておく。 


